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☆フラッシュ（特許庁人事異動） …………… ⑻☆先使用権－実施形式の変更及び特許発明の訂正 ⑴

１　想定事例
　以下の想定事例を検討する。

＜想定事例１＞
　特許権者は、構成要件Aをその構造に含む装
置の発明について特許権を取得した。明細書に
Aに相当する具体的構造としてa１、a２、a３
が記載されていた。本特許出願日より先に、先

使用者は、構成要件Aに相当する構成a１を含
み、他の構成要件も充足して本特許発明に該当
する製品P１の製造、販売をしていた。ただし、
P１の構造は販売されたP１が分解困難である
ことから判明しないか購入者に秘密保持義務が
課せられていることにより公知とならなかった
とする。先使用者は、本特許権成立後に、P１
の後継製品として、構成a１をa２に変更した製
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